
平成 23年 2ン月 22 日

太子町長 首 藤 正 弘 様

太子

蟹蟹

健

興螢

審

啓a(〔
3)

平成 23年度保育所保育料の見直しについて (答申)

平成23年 2月 22日付で本審議会に諮問された平成23牟度保育所保育料の見直し案につ

いて、本審議会は慎重に審議を重ねた結果、全員一致をもつて次のとおり結論を得たので、

ここに答申する。

記

1.は じめに

本審議会では、諮問を受けた平成 23年 度保育所保育料の見直し案について、次のと

おり慎重に審議を行った。

2,審 議経過

本審議会では、事務局より提出された資料について、慎重な審議を重ねた結果、次

の結論に達した。

階層区分内を細分化し、所得税の課税状況に応じた保育所保育料の設定並びに第 7

階層の改正は、適切であると考える。ただし、保育所保育料の見直しは、次の事項に

配慮願いたい。

保育所保育料が、保護者に過重な負担とならないよう努められたい。

以上の意見を付して、答申する。


